
受講申込み・お問い合わせ先

■受付期間　4 月13日㈮まで

■１次試験　5 月13日㈰

■２次試験　6 月上旬～下旬（予定）

■受験資格　昭和52年４月２日から昭和61年４月１

　日までに生まれた男性で、４年制大学（これに準

　ずるものを含む）を卒業した者。または、平成20

　年３月31日までに卒業見込みの者。

■採用予定者数　40名程度　　

■試験会場

　長崎大学経済学部（長崎市 片淵 4 丁目２番１号）

■採用予定日　平成20年４月以降

■お問い合わせ

　長崎県人事委員会事務局　　　☎ 095ー894ー3542

　長崎県警察本部警務課採用係　☎ 095ー820ー1504

　長崎県警察ホームページ 

　http://www.po l ice .pref .nagasak i . jp/

　または、最寄りの警察署、交番、駐在所まで

　最近、企業を対象とした悪質
な「消火器点検商法」が多発し
ています。
　「消火器の点検にきました。」
と言って企業を訪問し、自社と
契約している業者と勘違いした
社員が点検を承諾すると、点検
後、高額な点検料を請求します。

悪質な消火器点検商法にご注意

被害にあわないためには

事前に電話で訪問予約を取ってくるの
で、はっきりと断ること

勝手に事業所内に立ち入らせないこと

自社と取引のある業者であるかを確認
すること

点検前に、点検費用等を必ず確認すること

契約書等には安易にサインをしないこと

断っても、居座るようであれば110番
通報すること

　昨年、南島原警察署管内での子どもの交通事故は、幼児・園児については無か

ったものの、小学生が６件（重傷２件、軽傷４件）、中学生が３件（軽傷３件）発生し、

小学生の事故の原因は、飛び出しが４件でした。

　新入学（園）期、新学期は、子どもの交通事故が心配されるので、保護者および

ドライバーの皆さんは、次のことに心がけて子どもを交通事故から守りましょう。

◎住宅地の生活道路では特に警戒！
　住宅地を通る時は、道路の周囲にもしっかり目配りし、子ども

　の早期発見に努めましょう。

◎子どもを見かけたら、その反対側にも目配り！
　子どもを発見した時は、その子どもの飛び出しを警戒するとと

　もに、道路の反対側から別の子どもの飛び出しにも注意しまし

　ょう。

◎駐停車車両の陰に目配り！
　小さな子どもは乗用車の陰にも隠れてしまいます。

　駐停車車両の陰から子どもが飛び出して来ないか、しっかり目配

　りをしましょう。

◎横断歩道周辺にも目配り！
　横断歩道付近での『斜め横断』や『飛び出し』に注意し、横断歩道

　周辺にもしっかり目配りしましょう。

◎右・左折時は側方の安全確認！
　交差点で右左折する時は、目の前の横断歩道だけでなく、右折

　時は右側後方、左折時は左側後方にも目配りし、子どもが来て

　いないか、しっかり確かめましょう。

◎子どもと一緒に通学路を点検！
　子どもと一緒に通学（園）路を歩き、特に安全確認が必要な場所

　を子どもの目線で点検し、安全な通行方法を指導しましょう。

◎『飛び出し』をしないよう指導を徹底！
　飛び出しの危険性を教え、道路を横断する時は必ずいったん止

　まり、右と左をよく見て、近づいてくる車があったらその車が

　とおりすぎるまで待つことを指導しましょう。

◎信号の色の意味や利用方法を指導！
　どの信号を見るのか、押しボタン式信号はどう使うのか、信号が青

　になっても必ず安全を確かめるなどを実地で指導しましょう。

◎直前・直後横断の危険性を理解させる！
　車のすぐ前や後ろから横断すると、道路の安全が確認しにくい

　ことや、ドライバーから見落とされやすいことを体験させ、見

　通しの良いところから横断するように指導しましょう。

◎交通ルールを正しく理解し、模範行動を実践！
　大人の違反行動は子どもに悪影響を与えます。

　保護者自身が交通ルールを守り、幼児、児童のお手本になるよ

　うにしましょう。

●受講料

　乙種第４類　9,000 円（受講料 6,000 円　テキスト代 3,000 円）

　丙　　　種　4,500 円（受講料 2,000 円　テキスト代 2,500 円）

●講習科目（講習の順序未定）

　①基礎的な物理学および基礎的な科学

　②危険物の性質ならびにその火災予防および消火の方法

　③危険物に関する法令

●受付期間　4 月11日㈬～ 4 月26日㈭

●受講申し込み先

　〒 850-0861 長崎市江戸町 2 番 1 号　県庁第 3 別館　

　社団法人　長崎県危険物安全協会

　☎ 095-825-8479　℻ 095-825-8481

●受講日時

乙種第４類（講習時間　9：00～17：00）

●５月８日㈫・９日㈬

　島原復興アリーナ（島原市平成町）

●５月10日㈭・11日㈮

　諫早市勤労者福祉会館（諫早市宇都町）

丙　　　種（講習時間　9：00～17：00）

●５月12日㈯

　県央地域広域市町村圏組合諫早消防署

　（諫早市城見町）

　平成19年度（前期）危険物取扱者試験が、平成19年６月17日㈰に実施される事にともない、受験者の皆さん

の予備知識の向上と１人でも多くの合格を目指して、下記日程で試験準備講習会を行います。　

　畑の枯れ草やあぜの草を焼却していて

燃え広がり、消すことが出来ず消防署に

通報する火災が数多く発生しています。

　やむをえず焼却する場合は、風の強い

日を避け、消火準備をしてその場を離れ

ないようにしましょう。

　相変わらず多い、天ぷら鍋からの出火。

天ぷらを揚げているときは、その場から

決して離れない。

　離れるときは、炎を小さくするのでは

なく、火を消しましょう。

南島原消防署管内（加津佐町・口之津町・南有馬町・北有馬町・西有家町・有家町・布津町・深江町）

の平成18年の火災概要は、次のとおりです。
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平成19年度  第１回危険物取扱者試験準備講習会案内

■町別火災概要

■火災原因

■署別損害額　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （千円）
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